
豊岡市特定不妊治療費助成事業

１ 対象者

① 申請する全治療期間及び申請日に豊岡市に住民票のある夫婦であること。

（単身赴任等の特別な事情がある場合は申請時にお申し出ください。）

② 特定不妊治療による治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、

 または極めて少ないと医師に診断されていること。

③ 夫婦ともに健康保険証を持っていること。

④ 妊孕性温存治療の助成や、他の自治体の助成を受けていないこと。

⑤ 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

⑥ 申請時において、夫婦ともに豊岡市の税金に滞納が無いこと。

２ 助成内容

2022年４月１日以降に治療を開始された方へ
豊岡市では、経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療

（生殖補助医療）に要した費用の一部を助成します。

３ 助成回数－2022年４月1日以降に開始した治療の助成について通算します－

① 初めて助成を受けた際の治療期間初日における妻の年齢が、

 40歳未満であるときは、１子ごとに通算６回まで。

 40歳以上43歳未満であるときは、１子ごとに通算３回まで。

② 助成回数の通算は、出産（妊娠12週以降の死産を含む）に至るまでごとに行う。
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採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られな
いため中止

自己負担額の1/2
または2万5千円

自己負担額の1/2
または10万円

男性不妊治療
特定不妊治療の一環として行った場合（精子を精巣または精巣上体から採取す
るための治療。治療区分Ｃを除く）は治療区分ごとに夫婦の治療費として合算し
助成額を算出する。

１回の治療につき夫婦の自己負担額の合計の２分の１と
区分ごとの助成上限額のいずれか少ない額を助成する。
文書料、食事・病衣代、ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄ代、交通費等は含まない。

助成上限額

保険分または
保険＋先進医療分

保険適用外診療分

治
療
区
分

新鮮胚移植を実施
自己負担額の1/2
または5万円

自己負担額の1/2
または30万円

凍結胚移植を実施

以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施（男性は対象
外）

自己負担額の1/2
または2万5千円

自己負担額の1/2
または10万円

体調不良等により、移植のめどが立たず治療終了
自己負担額の1/2
または5万円

自己負担額の1/2
または30万円受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精などの

異常授精等により中止



４ 申請に必要なもの

① 豊岡市特定不妊治療費助成申請書兼請求書（様式第１号）

夫婦の署名が必要です。

② 豊岡市特定不妊治療受診証明書（様式第２号）

医療機関で証明を受けてください。

③ 医療機関が発行した領収書及び診療報酬明細書

受診証明書の期間と一致する期間に発行された領収書です。

④ 事実婚関係に関する申立書（様式第３号）【事実婚の夫婦の場合のみ】

⑤ 発行日から３か月以内の夫婦それぞれの戸籍抄本【事実婚の夫婦の場合のみ】

重婚チェックに必要です。

⑥ 発行日から３か月以内の戸籍謄本【アまたはイの場合のみ】

 ア 法律婚の夫婦で住民票の世帯が同一でない場合、婚姻日を確認できるもの

 イ 助成回数をリセットする場合、出産した子が記載されたもの

⑦ 死産届等の写し

【妊娠12週以降に死産に至った場合で、助成回数をリセットする時】

死産届等の写しとは、死産届や、母子健康手帳の「出産の状態」のページ、死産証書、

死胎検案書、死亡診断書の写しです。

５ 申請期限＆助成方法

 ① １回の治療が終了した日から３か月後の同じ日

（終了した日が末日の場合は３か月後の末日）

 ② 治療が終了した日の属する年度の末日

2022年４月１日以降に治療を開始し、2023年３月３１日までの間に

治療を終了した場合に限り、申請期限は2024年４月１日です。

審査結果を通知後、承認した時は２か月以内に指定の口座へ振込により支給します。

６ 申請＆お問合せ先

豊岡市ホームページ

①または②の
いずれか遅い日まで
※期日が閉庁日の場合は、翌開庁日

豊岡市役所 本庁舎６Ｆ こども未来課 こども政策係

〒668-８６６６ 豊岡市中央町2番４号
ＴＥＬ 0796-21-9118
※ホームページからメールでのお問い合わせも可能です。
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